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平成３０年度 事業計画書

公益財団法人 群馬県農業公社
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平成３０年度 事 業 計 画
（自 平成30年４月 至 平成31年３月）

平成30年3月14日作成

第１ 基本方針

農業者の高齢化等により、今後、離農や規模縮小農家が増加し、担い手の減少

や利用されない農地が発生するなど、本県農業・農村の維持・発展が困難になる

ことが懸念されています。

このような中、県においては平成２８年度に「群馬県農業農村振興計画」を策

定して農業が魅力ある産業として大きく成長し、農村に活力を取り戻していくた

め、「力強く成長する農業の実現」に向け、農地利用の最適化の推進や新たな担

い手の確保・育成などに取り組むとしています。

これらを推進するため、農業公社は「農地中間管理事業の推進に関する法律」

に基づき指定される農地中間管理機構として、さらに「農業経営基盤強化促進法」

による青年農業者等育成センターとして、担い手への農地集積及び集約化や就農

支援・相談など、本県農業の振興方向に即した事業に取り組みながら、県農政の

推進を補完する機関として大きな役割を担っています。

一方、公社では平成２８年度に、平成３１年度を目標年とする新たな運営方針

を定め、不断の努力により経営改善を進めるとしており、改善計画と目標値を定

め経営改善に取り組み、公益法人として適正な運営を目指しております。

このため、本年度は５年目を迎える農地中間管理事業を中心に農地中間管理事

業の特例事業等も活用しながら、公社機能を活かした総合力の発揮による効率的

・効果的な事業の実施に取り組みながら経営の健全化を図ります。
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第２ 事業計画

１ 農地中間管理事業

「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」（平成２６年４月策定）に基づき、担い

手農業者への農用地の集積・集約化を進めます。

特にこれまでの課題等を踏まえ、事業の活用促進に向けた取り組みを進めます。

（１）機構の事業推進体制と県・市町村等関係機関との役割分担

１）機構

本年度から事業化される機構関連事業に対応するため本社プロパー職員を１名増員す

るとともに、地域に配置する嘱託職員は業務量の多い中部、西部、東部の農業事務所に

重点配置することで、地域関係機関との連絡調整、市町村域を超えた農用地に係る情報

の蓄積と提供を充実させ、出し手及び受け手の掘り起こしとマッチングを積極的に行い

ます。

２）県・農業事務所

①県及び農業事務所は、事業のＰＤＣＡに基づく進捗管理を行う「人・農地」政策推進

会議を主宰して、年度目標を達成できるよう対応します。

②農業事務所毎に担い手農家、農業委員・農地利用最適化推進委員等との意見交換会を

開催し、機構の活用拡大につなげます。

③農地集積を加速化するための農地集積加速化推進大会(第３回)を開催します。

④事業活用の促進に向けた事務手続きの簡素化を図り、基本方針の目標達成に向けた各

関係機関の取り組みを支援します。

３）市町村

①市町村は、機構との業務委託契約を締結し、農地の出し手及び受け手の情報把握と掘

り起こしのほか、相談窓口の設置や出し手・受け手との交渉等、事業の一部を分担しま

す。

②機構集積協力金や補助事業及び税制措置等、機構を活用したメリットを関係者へ周知

するなど、事業活用に向けた取り組み強化を進めます。

③人・農地プランの見直しに向けた座談会の開催を契機とした出し手及び受け手の掘り

起こしや重点区域・モデル地区の指導等を主体的に行います。

４）農業委員会

①農業委員や農地利用最適化推進委員は、「地域の世話役」として座談会等に参加し、

地域ニーズと担当区域の個別相談等を通じた農用地に係る情報（権利設定、利用状況、

遊休農地の活用意向、出し手・受け手等）の把握により、農地利用の最適化に向けたマ

ッチングの実施等、機構と連携した活動を推進します。
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②フェーズⅡ（農地情報公開システム）の適切な対応と利用権設定更新時の機構活用に

向けた移行への取り組みを周知します。

５）農業会議

①農業会議は、「新・農地を活かし、担い手を応援する全国運動」を実践し、農業委員

会事務局や農業委員、農地利用最適化推進委員に対して、「農地利用の最適化」の活発

な活動実践に向けた助言、指導及び各種研修会の開催など、機構活用に向けた取り組み

を行います。

６）ＪＡ及びＪＡ群馬担い手サポートセンター

①ＪＡは、これまでの農地集積・集約化の業務経験を活かし、市町村の協力を得ながら、

利用権設定更新時の機構活用に向けた移行への取り組みを関係者へ働きかけます。

②ＪＡ群馬担い手サポートセンターは、新たな集落営農組織や作業受託組織の設立支援

及び集落営農組織の法人化支援と併せて、法人化後の機構活用に向けた取り組みについ

て主体となって推進します。

７）土地改良区及び土地改良事業団体連合会

①土地改良区は農村整備事業の実施及び計画区域内における人と農地の状況に精通して

おり、機構活用の取り組みに向け連携を図っていきます。特に機構関連事業を計画する

地区においては機構が全関係農地の借入を求められることから、農村整備事業の計画段

階から、機構活用の取り組みを土地改良区をはじめとする関係機関と連携しながら推進

します。

②土地改良事業団体連合会は、県内全域に係る農村整備事業の状況に精通していること

から、市町村への技術的指導業務の助言を通じて、機構との連携が図れるよう支援しま

す。
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（２）関係機関との連携体制

（３）重点的に取り組む事項

１）関係機関との連携による事業推進

①「人・農地」政策推進会議など関係機関・組織との連携を強め、地域の実情や地元意

見集約の熟度に応じた活用促進を図る。

②農業委員会総会へのオブザーバー参加など、農業委員及び農地利用最適化推進委員並

びに農業委員会事務局との情報共有を促進し、農地利用の最適化の推進を共に担う組織

と連携の強化を図る。

２）農村整備事業等とのさらなる連携強化

①機構事業と連携した農地整備事業等の受益地区内における機構への集積割合等につい

て、農村整備部局と情報共有を図り、農地整備事業等との連携をこれまで以上に進め、

機構事業のさらなる積み上げを図る。

②機構関連事業については、農村整備部局と連携を図り、掘り起こしを推進し、機構事

業へつなげる。

③農地耕作条件改善事業については、引き続き明和町内で機構が事業主体となって行い、

事業成果の横展開を図るとともに、その他の事業実施地域においても農村整備部局と情

《機構組織体制》

農地中間管理機構
(公財)群馬県農業公社

【主な業務内容】

▶農地の借受希望者の募集
▶借受可能な農地の情報提供
▶農用地利用配分計画の決定

▶中間管理権の取得

▶担い手への転貸

▶賃料の徴収･支払

▶農地の保全管理

群 馬 県

【主な業務内容】

▶農地中間管理機構の指定
▶事業規程等の認可
▶農用地利用配分計画の認可･公告

▶機構への補助金交付

市町村・農業委員会

【主な業務内容】

▶農用地利用集積計画の作成･公告
▶農用地利用配分計画案の作成
▶農業委員会への意見聴取

【主な受託業務】

▶相談窓口の設置
▶農地の出し手･受け手の掘り起こし、交
渉など

関 係 団 体

農業協同組合

土地改良事業団体連合会 土地改良区

理事:11名 監事:2名

連 携

連 携

業務受委託

機構職員：１６名

【内訳】

農地中間管理事業専従:５名
他事業との兼務:８名
現地駐在員(専従):３名

ＪＡ群馬担い手サポートセンター 群馬県農業会議

連
携

助言

･

連携

《機構組織体制》
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報共有を図り、農地の集積・集約化につなげていく。

３）「人・農地プラン」の話合いの場への参画強化

農業委員会で行っている全農家アンケートの結果等を踏まえ、農業委員会との情報交換

を密に行いつつ、人・農地プランの話合いへ参画し、農業委員及び農地利用最適化推進

委員とともに農地利用調整を図り、機構事業の促進を図る。

４）出し手の掘り起こし促進と担い手との連携推進

①出し手や関連組織等への事業周知不足が依然として課題となっており、周知方法につ

いて、ターゲットを明確にしたＰＲを展開し、より効果的な広報活動を引き続き進める。

②担い手農業者団体や関係組織との連携協定後のフォローアップを含めた関係団体との

意見交換等を行い、事業推進に向けた連携強化を図るとともに、引き続き、機構応援団

【顔の見える信頼できる相手】を増加させる取組を推進する。

③集落営農法人や大規模農家からの信頼を得て、引き続き、利用権更新期を捉えて機構

事業への移行を図る。

５）推進体制の充実・強化

①業務委託先（市町村等）へ、賃金職員の雇い入れを含めた機構業務委託の業務

充実を働きかける。また、業務委託先の拡大に向け、ＪＡ（土地改良区）等関連

団体に向け、事業推進の意義や委託業務内容の説明を継続して実施していく。

②農地中間管理法施行５年後見直し検討に向け、機構事業の手続き簡素化につい

て、国へ継続的に要請していく。

③機構の農地中間機構支援システムを活用し、事務の効率化をさらに促進する。

（４）事務手続きの見直し

１）平成２９年度からは常に農地の借受応募ができるよう、募集時期を廃止して通年化す

るなど、事務手続きの改善を進めており、平成３０年度も引き続き担い手農業者の意見

・要望を取り入れる形で見直しを図っていく。

２）機構の機能を更に発揮させるため、借り受ける基準の一定条件を満たした農地につい

ては、借受先が確定していない場合においても地域の担い手の状況等を勘案しつつ農地

中間管理権の設定を前向きに行い、事業活用の加速化を図ります。

（５）集積目標

区 分 面 積（ｈａ） 筆 数 備 考

借 入 ２，０２０ １３，０００

貸 付 ２，０００ １２，８７０

保全管理 ２０ １３０ 45,000円／10a

※年間を通じて、保全管理する面積は遊休農地対策として２０ｈａ。

※条件整備（簡易整備、耕作放棄地再生等）は、借受者の要望に応じて対応する。



- 7 -

（６）重点区域・モデル地区

重点区域（事業規程第６条に定める区域）及びモデル地区（重点区域のうち、２年以

内に事業を活用して、農地の集積・集約化に大きな成果が出せる地区で、他への波及効

果など事業実施のモデルとなるものとして定めた地区）は以下の区域において実施しま

す。

【重点区域９７（継続９７）モデル地区１１】

①中部農業事務所管内 注)区域名の(○)はモデル地区を示す

市町村名 区 域 名 区 域 数 モデル地区数

前橋市 南部(○) 、前橋・上川渕（○） 、荒砥（〇） 、 ８ ４

宮城 、上細井中西部 、木瀬（○） 、桂萱 、粕川

伊勢崎市 名和、山王道、境下武士 ３

渋川市 赤城・北橘、有馬・行幸田（〇） ２ １

榛東村 広馬場 １

吉岡町 大久保・漆原 １

玉村町 上陽 １

計 １６ ５

②西部農業事務所管内

市町村名 区 域 名 区 域 数 モデル地区数

高崎市 馬庭、長野、六郷 ３

藤岡市 美土里、下戸塚・岡之郷、笹川沿岸、牛田川除 ４

富岡市 宇田・一ノ宮、松義台地 ２

安中市 松義台地【松義東部】（〇）【松義中部】（〇） 、 ２ ３

大王寺・塚原(○)

上野村 ０

神流町 ０

下仁田町 馬山 １

南牧村 子母山 １

甘楽町 上野 １

計 １４ ３
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③吾妻農業事務所管内

市町村名 区 域 名 区 域 数 モデル地区数

中之条町 美野原 、湯久保 ２

長野原町 応桑・北軽井沢 １

嬬恋村 干俣バラギ、仙之入、干俣井戸尻、干俣前原、

大笹北山、大笹大横川、大笹大岩、大笹三子沢、 １４

田代古永井、田代烏ス木、北山第２ 、砂地 、

湯尻 、毛無

草津町 前口 １

高山村 高山 １

東吾妻町 根古屋・細谷 １

計 ２０

④利根沼田農業事務所管内

市町村名 区 域 名 区 域 数 モデル地区数

沼田市 上発知町、白沢町 ２

片品村 牛の平 １

川場村 門前・天神 、上宿原 ２

昭和村 赤城西麓等 １

みなかみ町 みなかみ中央(上野原・北原・若栗) １

計 ７

⑤東部農業事務所管内

市町村名 区 域 名 区 域 数 モデル地区数

桐生市 新里 １

太田市 休泊、強戸【寺井】(○)、尾島 ３ １

館林市 足次町伊谷田 １

みどり市 笠懸、大間々・東 ２

板倉町 寄井、五箇谷、飯野南部、原橋下、大同 、 ７

下五箇川入 、城沼水路
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明和町 矢島(○)、南大島(○)、斗合田、梅原、下江黒、 １３ ２

大佐貫、上江黒、田島 、千津井 、江口 、新里 、

川俣 、須賀

千代田町 赤岩、幡之宮・島間 ２

大泉町 上小泉、下小泉・吉田 ２

邑楽町 柳島、堰ノ上、西田、谷中田、住谷崎、坪谷・八丁、 ９

渋沼、藤川、光善寺

計 ４０ ３

※重点区域とモデル地区の名称が異なる区域は、モデル地区名を【 】書きで記載。

（７）その他

借受応募者への情報提供【継続】

貸付希望申出のあった農用地の情報を四半期毎にとりまとめ、公社ホームページ等を

通じて随時、情報提供するとともに、機構に借受申出を行った申出者に対して四半期毎

に情報更新の通知を行うことで、貸付希望申出農地のマッチングに取り組みます。
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２ 農地売買支援事業

（１）農地中間管理事業（特例事業）

農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進

めるため、農地中間管理機構の特例事業として、農用地等の売買を実施します。

①農用地等売渡事業（補助）

※認定農業者等であって、一定の面積(概ね1ha以上の団地を形成）を超える案件

買 入 計 画 売 渡 計 画
区 分

件 数 面積(ha) 予算額(千円) 件 数 面積(ha) 予算額(千円)

農 地 46 19.2 190,000 46 19.2 190,000

※買入及び売渡事務手数料は除く。

②一般事業（非補助） ※上記以外の案件

買 入 計 画 売 渡 計 画
区 分

件 数 面積(ha) 予算額(千円) 件 数 面積(ha) 予算額(千円)

農 地 4 0.8 10,000 4 0.8 10,000

※買入及び売渡事務手数料は除く。
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３ 担い手の確保・育成事業

（１）農業後継者育成基金事業

農業後継者育成基金の運用益により、農業後継者の定着化、農業青年の研修・仲間づ

くり活動及び組織活動を支援します。

区 分
事 業 内 容 対 象 者 等 時期

(予算額)

農業後継者定 1 就農・結婚相談活動の委託 委託先 群馬県農業経営士協議会
着化促進事業 2 青年農業士等の活動の助成 助成先 県内 ２団体（年1回）
（1,030千円) 3 地域の就農促進活動の助成 助成先 県内 ５団体

通年
農業青年仲間 1 視察・事例調査等への助成 助成先 県内１３団体（年1回）
づくり活動促 2 共同プロジェクトの実施へ 助成先 県内 ６団体（年1回）
進事業 の助成
( 525千円)

農業青年組織 1 県内全体を活動範囲とする 助成先 県内１０団体（年1回）
活動事業 団体への助成
( 420千円) 2 農業事務所普及指導課又は

農業指導センターが管轄す 通年
る地域以上の広域性を持っ
て活動する団体への助成

合計 1,975千円

（２）青年等就農支援事業

農業経営基盤強化促進法（平成２５年法律第１０２号）第１４条の１１の規定により、

群馬県から県青年農業者等育成センターとして就農促進のための拠点と位置づけられま

した。就農を希望する青年等に対する就農相談・無料職業紹介等の支援活動を実施しま

す。

区 分
事 業 内 容 対 象 者 等 時期

(予算額)

青年等就農 1 就農支援活動の推進 就農関連情報収集活動の実施

支援事業 2 就農相談活動の実施 就農希望者への情報提供
新規就農相談会への参加 通年

(3,314千円) 3 職業紹介活動の実施 求人･求職情報の収集･管理･職
業紹介

4 就農支援資金の償還 就農支援資金の償還指導等
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４ 農地と担い手の相互調整事業

将来を担う意欲的な農業者やこれから就農を希望する者、あるいは農業に参入したい企

業などからの要望に対応するため、農地等の情報や相談、就農後のフォローアップまでの

総合的な支援を行います。

（１）体験農園の運営

群馬県立農林大学校保渡田農場の一部を借り受け、農業未経験者や農業に興味を持つ

者に対して農業の基礎知識と技術を習得する機会を提供し、新たな就農へのきっかけ作

りとなる場の体験農園を運営します。

特に実践コースについては、応募者の希望に応じた柔軟な区画設定を可能とした対応

を継続します。

区 分 区画面積 区画数 面積(ha) 備 考

初心者コース 70㎡ 8 0.20 農園全体面積 1.4ha

実 践コース 100～500㎡ 6(最大) 0.37

（２）耕作放棄地再生支援

耕作放棄地の再生利用を促進するため、再生方法の提案や費用の積算支援のほか、耕

作放棄地リフレッシュ促進事業を活用した荒廃農地の再生対策に取り組みます。

①相談等支援・・・２０件

②対策事業

地 域 名 面積(ha) 予算額(千円) 備 考

県 内 全 域 １０．０ ２０,０００ 耕作放棄地リフレッシュ促進
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５ 農用地等利活用促進受託事業

農業者等からの作業委託を受けて、保有する農業用機械を活用した抜根・整地や草刈り

など農地の再生・保全管理作業を実施するほか、国庫補助事業（農地耕作条件改善事業）

を活用した畦畔除去及び農地の均平作業による田の区画拡大を実施して、農地の集積・集

約化に取り組みます。

地 域 名 面積(ha) 予算額(千円) 備 考

３.０ ２,１００ 農地再生作業（抜根集積・整地）

県 内 全 域 ５.０ ２００ 農地保全管理（除草・耕起）

９.０ ２，７００ 農地整備（畦畔除去・均平整地等）

小 計 １７．０ ５，０００

明 和 町 ４.０ ２,２００ 耕作条件改善事業（畦畔除去等）

計 ２１.０ ７,２００


